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○

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
三
十
三
条
等
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
）

（
法
第
三
十
三
条
等
の
法
令
に
基
づ
く
許
可
等
の
処
分
）

第
二
条
の
四

（
略
）

第
二
条
の
四

（
略
）

一
～
十
六
（
略
）

一
～
十
六
（
略
）

十
七

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
三
条
第
三
項
、

十
七

自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
十
七
条
第
三
項
、

第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
二
十
四
条
第
三
項
の
許
可
並
び
に
同
法
第
六
十
条
第
一

第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
許
可
並
び
に
同
法
第
四
十
二
条

項
（
利
用
調
整
地
区
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
処
分

よ
る
処
分

十
八
～
二
十
七

（
略
）

十
八
～
二
十
七

（
略
）

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
）

（
法
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

十
八

自
然
公
園
法
第
十
三
条
第
三
項
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
第
三
項

十
八

自
然
公
園
法
第
十
七
条
第
三
項
、
第
十
八
条
第
三
項
、
第
十
八
条
の
二
第
三

、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
及
び
第
六
十
条
第
一
項
（
利
用
調
整
地
区

項
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

十
九
～
三
十

（
略
）

十
九
～
三
十

（
略
）

２
～
３

（
略
）

２
～
３

（
略
）


